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○谷井子育て支援課長 それでは、定刻前ですが、皆様おそろいでございますので、ただい

まから令和３年度第３回荒川区子ども・子育て会議を開催させていただきます。 

 皆様には、大変ご多用の中、第５期の会議の委員ということでご就任をいただきましたこ

と、また、本日ご出席をいただきましたこと、誠にありがとうございます。 

 私は、会長選出までの司会進行を務めさせていただきます子育て支援課長の谷井でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 初めに、会議の開催に当たり、区を代表しまして、副区長、北川嘉昭よりご挨拶申し上げ

ます。 

 北川副区長、よろしくお願いいたします。 

○北川副区長 皆様、改めまして、こんにちは。 

 まずは第５期の委員にご就任いただきまして、誠にありがとうございます。 

 私は、この会に来るのは実は本当に楽しみにしています。なぜかといいますと、学識経験

者の先生方、実際に事業を運営されている方々、そして、保護者の代表の方々、いろんな方々

のご意見を直接お伺いできるすばらしい機会だと思っております。これまでも４期にわた

り非常に様々なご議論いただきまして、貴重なご意見をたくさん頂戴しました。おかげさま

で、その中のできるだけ多くを荒川区政に反映させてきたつもりでございます。 

 どうかこれからも、忌憚のないご意見を賜りますよう心からお願い申し上げまして、私か

らの冒頭の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。よろしくお願いいたしま

す。 

○谷井子育て支援課長 では、会議を進めさせていただきます。 

 まず、荒川区子ども・子育て会議の委員の委嘱でございますけれども、委嘱状につきまし

ては、本来ならばお一人ずつ直接お渡しし、お願いするべきところですが、１２月１日から

の任期に際し、既に皆様にご郵送させていただいております。ご了承ください。 

 では、改めまして、委員の皆様ですが、席上、皆様のお手元に第５期委員の名簿及び席次

表をお配りしております。ご覧ください。本日、ご欠席が４名という状況でございます。 

 それでは、本日は今期初回の会議になりますので、委員の皆様から自己紹介をお願いしま

す。 

 席次表に従って、こちらの山口委員から順番に時計回りにお願いしたいと存じます。ご着

席で大丈夫です。恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。 

○山口委員 皆様、初めましての方が多いと思いますが、ひぐらし保育園の園長をしており

ます山口と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○小西委員 私立保育園園長会代表、小西と申します。所属は夕やけこやけ保育園の園長を

しております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○高橋委員 道灌山学園の理事長の高橋系一と申します。保育福祉専門学校で保育士の養

成及び幼稚園の運営等に関係しております。よろしくお願いいたします。 
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○渡辺委員 上智社会事業団の理事長です。保育園を５つと学童保育等をやらせていただ

いております。よろしくお願いいたします。 

○金子委員 荒川区医師会から来ております金子医院の金子と申します。日々、僕のところ

でも発熱等を診療しておりますが、世の中で、テレビで言うとおり、大分数は減ってきて、

少し楽になってきたところですが、やはり基本的な注意は怠らずにいかないといけないと

ころですので、皆様もお大事にされてください。よろしくお願いします。 

○増田委員 白梅学園大学の子ども学部で教授をやっています増田修治です。今年度も子

ども・子育て会議の委員に拝命いただき、本当にありがとうございます。これからも荒川区

のためにできるだけのことをやりたいというふうに思っています。よろしくお願いします。 

○佐藤委員 皆さん、こんにちは。早稲田大学教育学部の佐藤と申します。引き続き委員を

務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○長谷川委員 改めまして、皆さん、こんにちは。東京未来大学の長谷川かほると申します。

前職は荒川区立汐入東小学校の校長をしておりました。退職をしまして、今は大学で後世の

教員の養成をしております。微力ではありますが、荒川区の子どもたちのために力を尽くし

たいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○木村委員 東京都立大学の健康福祉学部の木村千里と申します。平常より大学としても、

また、学生の課外活動等で荒川区の皆様には大変お世話になっております。引き続き委員を

継続させていただくということになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

○高野委員 私立幼稚園保護者代表の友の季ひまわり幼稚園から来ました高野友梨苗でご

ざいます。子どもが新３年生と、次が年中です。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

○牛山委員 荒川区の私立保育園の保護者で参りました。娘が今、夕やけこやけ保育園の年

長でお世話になっております牛山と申します。よろしくお願いいたします。 

○小林委員 荒川区立保育園の保護者で参りました。熊野前保育園の来年度年少に娘がお

ります小林真里と申します。今年度よりどうぞよろしくお願いいたします。 

○橋本委員 今回から初めて参加させていただきます公募委員の橋本と申します。子ども

が現在２歳の娘がおりまして、荒川区の区立保育園でお世話になっております。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○谷垣委員 谷垣と申します。私は３年前に関西から荒川区に引っ越してきまして、親や親

族が近くにいない状態で今、４歳の双子を育てています。１年半前に片方の子が小児がんに

かかりまして、１年間病児を育てるという経験もしました。今は元気にまた保育園に通って

おります。経験を生かして何かお力になれたらなと思い、応募しました。どうぞよろしくお

願いします。 

○谷井子育て支援課長 皆様、ありがとうございました。 

 なお、本日は、吉安委員、千田委員、小島委員、そして清水委員がご欠席ということでご

ざいます。 
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 次に、この会議は、区役所の関係部課長が毎回出席させていただいております。今日もご

挨拶させていただければと存じます。 

○青山子ども家庭部長 子ども家庭部長の青山と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○谷井子育て支援課長 改めまして、子育て支援課長の谷井でございます。よろしくお願い

します。 

○矢代児童青少年課長 児童青少年課長の矢代でございます。よろしくお願いいたします。 

○野村保育課長 保育課長の野村と申します。よろしくお願いいたします。 

○野口荒川遊園課長 荒川遊園課長の野口と申します。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

○石塚子ども家庭総合センター所長 子ども家庭総合センター所長、石塚でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

○小堀子ども家庭総合センター副所長 子ども家庭総合センター副所長の小堀と申します。

よろしくお願いいたします。 

○三枝教育部長 教育委員会事務局教育部長の三枝と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

○森田健康推進課長 健康推進課長の森田でございます。よろしくお願いいたします。 

○小泉障害者福祉課長 障害者福祉課長の小泉と申します。よろしくお願いいたします。 

○青谷生涯学習課長 生涯学習課長の青谷でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○津野指導室長 指導室長の津野と申します。こちらの指導室長になる前は、第六瑞光小学

校と瑞光小学校で校長をさせていただいておりました。よろしくお願いいたします。 

○杉山教育センター統括指導主事 教育センター所長の大久保が本日公務のため欠席して

おりますので、統括指導主事、杉山が出席しております。よろしくお願いいたします。 

○菊池学務課長 学務課長の菊池と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○谷井子育て支援課長 本日は以上の部課長になります。よろしくお願いいたします。 

 なお、本日の会議ですが、会議録作成のために録音をさせていただいております。会議録

については、委員の皆様にご確認いただいた後、会議資料とともに区のホームページに掲載

し、公開することとなっております。ご了承ください。 

 それでは、続きまして、会長及び副会長の選任に移ります。 

 お手元に資料がございまして、「荒川区子ども・子育て会議条例」とそれから、荒川区子

ども・子育て会議運営要綱」を配らせていただいております。 

 条例をご覧ください。条例第６条第１項におきまして、「会議に会長及び副会長を置き、

それぞれ委員の互選によりこれを定める」となってございます。事前に事務局で再任委員の

方々のご意見を伺ったところ、会長に佐藤委員、副会長に長谷川委員を推薦するご意見をい
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ただきました。皆様、いかがでございましょうか。 

〔拍  手〕 

○谷井子育て支援課長 ありがとうございます。佐藤委員に会長、それから、長谷川委員に

副会長をお願いしたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、佐藤会長、長谷川副会長から一言ずつご挨拶をいただければと存じます。 

○佐藤会長 改めまして、早稲田大学教育学部の佐藤と申します。このまま着座で失礼いた

します。 

 先ほど申しましたように、引き続き委員を務めさせていただくことになりまして、荒川区

の皆様方のために少しでもお役に立てますように努めますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

○長谷川副会長 ただいまご紹介いただきました副会長を拝命いたしました長谷川でござ

います。荒川区の子どもたちのために、私、荒川区が大好きなんですね。いつも荒川区のニ

ュースとか、ネットでもすごく見ているんです。そんな状況もありまして、これから荒川区

で育っていく子どもたちが幸せになってほしいなと、そういう思いで副会長を務めさせて

いただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○谷井子育て支援課長 ありがとうございました。 

 それでは、この後の議事進行は佐藤会長にお願いしたいと思います。 

○佐藤会長 それでは、私のほうで仕切らせていただきます。 

 新たな第５期の開始に当たりまして、荒川区子ども・子育て会議の設置の趣旨及び運営な

どについて、事務局よりご説明をお願いいたします。 

○谷井子育て支援課長 それでは、説明させていただきます。 

 先ほどの資料でございます。会議の条例と要綱をご覧ください。 

 条例の第１条にありますように、荒川区子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法第

７７条第１項の規定に基づいて、区長の附属機関として設置しております。 

 この会議の所掌事務ですけれども、条例第３条をご覧ください。事務として３つ掲げてご

ざいます。これらについて、区長の諮問に応じて調査、審議するという会議になってござい

ます。 

 第５条には、委員の皆様の任期のことについて規定しており、２年でお願いしております。

また、第９条におきまして、会議は公開ということを規定しており、運営要綱をご覧いただ

きますと、会議の傍聴に関して規定しております。 

 大変簡単で恐縮ですが、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○佐藤会長 ありがとうございました。 

 なお、本日の会議では、進行上、質疑応答の時間は後ほど設けておりますので、その際に

またお伺いいたしますので、そのときにどうぞよろしくお願いいたします。 

 議事にこれから入ってまいりますが、ただいま課長から荒川区子ども・子育て会議運営要



 5

綱に基づいてということでご説明がありましたが、本会議は傍聴を許可してございます。傍

聴の希望者の方がいらっしゃいましたら、入場していただいてよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤会長 ありがとうございます。それでは、傍聴希望者の方、入場をお願いいたします。 

〔傍聴者入場〕 

○佐藤会長 それでは、本日の議事に入りたいと思います。 

 お手元にございます次第をご覧ください。それに則して進めてまいります。 

 まず、議事１、令和４年度荒川区の主な子ども・子育て支援施策について、事務局よりご

説明をお願いいたします。 

○谷井子育て支援課長 それでは資料１をお手元にご用意ください。令和４年度荒川区の

主な子ども・子育て支援施策についてご説明をさせていただきます。 

 子ども・子育て支援施策については、荒川区の目指すべき将来像「幸福実感都市あらかわ」

の都市像の１つであります子育て教育都市に位置づけられております。この資料１では、令

和４年度の事業から抜粋してまとめております。時間の関係もありまして、資料１の中でも

主なものを説明させていただきます。 

 それでは、まず１ページの（１）、多胎児世帯支援補助の充実について記載しております。 

 なお、右側に数字が書いてありますが、こちらでいうと９８２万１,０００円、これは令

和４年度の予算額になります。 

 こちらの事業は、多胎児の家庭は、妊娠、出産及び育児による心身の負担が大きいという

ことから、妊娠期から負担を軽減するための支援が必要と考えてございます。そこで、４年

度から新たに多胎児妊婦に対して、妊婦健康検査費用を一部助成するほか、多胎児を養育す

る家庭に対しての、産前、産後の家事・育児支援、ヘルパー利用料助成を行います。ともに、

これまで実施してきたタクシー利用料助成の対象年齢を２歳までから５歳までに拡大する

ことといたしております。 

 次に、（２）子どもの居場所事業の拡充及び子ども食堂の推進でございます。こちらは、

現在、区内１４か所で学習支援や夕食を提供する生活支援など、子どもの居場所や子ども食

堂を行う団体への支援を区で行っております。４年度からは子どもの居場所事業の運営団

体の活動のうち、不登校や引き籠もりの状態にあるお子さんに対して、アウトリーチ型で社

会活動に参加できるよう支援する活動に対して、その実施経費の一部を補助するという新

たな補助を行ってまいります。 

 それでは、２ページをご覧ください。（６）児童養護施設の整備でございます。児童養護

施設というのは、様々な理由により保護者の方と一緒に暮らすことのできない子どもたち

を養育する施設ですが、里親支援の充実やショートステイ事業の実施とともに推進するた

めに、区内に荒川八丁目に新たに開設する予定で今、整備を行っているところです。令和５

年４月に開設の予定となっております。 
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 それから、（８）ひとり親家庭の支援です。こちらについては、離婚前から家庭相談員に

よる相談を受け付け、公正証書等作成費用を助成するということで、まず養育費の履行確保

に向けて支援をしております。離婚後の生活や子育てに関する不安を軽減するよう情報提

供なども行っております。 

 令和４年度は、３年ごとに行っているひとり親家庭へのアンケート調査の実施年度であ

ります。長期化するコロナ禍がひとり親家庭に与える影響を含めた調査を実施し、新たな支

援策の検討を行います。 

 それでは、次の３ページをご覧ください。（１０）学童クラブの充実です。学童クラブは、

保護者の就労等により放課後に適切な保護を受けられない児童に対し行っている事業です。

令和４年度は学童クラブの需要増に対応するため、日暮里学童クラブがひぐらしふれあい

館へ移転し、ひぐらし学童クラブとなります。定員が５０名から８０名に増員となります。

定員を拡大し、安定した供給体制を確保してまいります。 

 次に、（１１）の荒川遊園リニューアル等です。こちら、全面的な改修工事がいよいよ完

了しまして、令和４年春、一新された施設を開園ということで現在進めております。記載の

とおり、ライトアップやイルミネーションを行う夜間開園も実施し、荒川遊園の新たな魅力

を創出してまいります。 

 それでは、４ページ（１４）乳幼児健診の充実、こちらは令和３年１０月から既に行って

おりますが、視覚検査に屈折検査を導入いたしまして、健康診査の充実を図ることで疾病等

の早期発見に努め、養育者への適切な情報提供や保健指導により育児不安の解消を図って

おります。 

 次に、（１８）タブレットＰＣを活用した学校教育の充実、こちらはもう既に取組を進め

ているところで、さらに児童・生徒の基礎的な学力を定着させるために、タブレットＰＣを

用いて、児童・生徒が自ら意欲的に学べるデジタル教材を授業等で活用する取組を全小中学

校で実施していくということでございます。 

 また、タブレットＰＣ１人１台体制の下、学校でも家庭でも学ぶことができるオンライン

学習のための環境整備を図るとともに、情報教育アドバイザーを各校に週１回３時間程度

派遣し、タブレットＰＣ等のＩＣＴ機器を効果的に活用した授業の進め方などに関するア

ドバイスを行い、ＩＣＴ教育全体に係る学校支援を充実させ、引き続き取組を進めてまいり

ます。 

 次に、５ページをご覧ください。（２３）教育相談事業の推進でございます。こちらにつ

いては、児童・生徒の問題行動の減少や不登校問題の解決を図るために、教育と福祉の両面

に専門性があるスクールソーシャルワーカーを教育センターに配置しております。また、心

理の専門相談員による小中学校に対する巡回相談も実施しておりますが、４年度からスク

ールソーシャルワーカーを２名増員して、教育相談体制を強化していくというものでござ

います。 
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 それでは、６ページ（３０）家庭教育・地域の教育力向上の支援、こちらは子育ての不安

や負担感の軽減や親育ちにつながる学習機会の提供として、地域の教育力向上のために行

っております。コロナ禍において、動画配信ですとかオンライン講座の手法も活用しながら

実施してまいりました。子育てサークルや保護者会等が実施する自主的な講座に対して支

援を行い、さらに今後も進めてまいりたいと考えております。 

 簡単ではありますが、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○佐藤会長 ありがとうございました。 

 それでは、議事１、令和４年度荒川区の主な子ども・子育て支援施策については、以上と

させていただきます。 

 先ほど申し上げましたように、本件につきましては、ご質問、ご意見などございましたら、

後ほど承る時間を取りますので、そのときにどうぞよろしくお願いいたします。 

 では、続きまして、議事２、荒川区の保育定員等と令和４年４月の認可保育所入所審査結

果について、事務局よりご説明をお願いいたします。 

○野村保育課長 では、保育課長の野村より説明をさせていただきます。 

 お手元資料２、荒川区の保育定員等と令和４年４月の認可保育所入所審査結果について

をご覧ください。 

 まず１番の保育定員等の推移です。まずは０歳から５歳の子どもを示す就学前児童人口

につきましては、平成２９年まで年々増加傾向にございましたが、その後、減少しており、

令和３年４月は前年比３９４人減の９,９６８人となってございます。また、令和４年にお

きましても、２月時点で９,６９６人と減少傾向が続いてございます。 

 一方で、保育利用率、こちらは就学前児童人口のうち、保育園等を利用している割合を指

すものでございますが、令和３年４月は５７.２％と前年比１.８％上昇してございます。ま

た、こちらについては、令和４年においても上昇が見込まれているところでございます。ま

た、令和４年４月の保育定員につきましては、６,４９２人と昨年比で７２名拡大を予定し

てございます。 

 続きまして、２番の令和４年２月の認可保育所入所審査結果、こちらは一次審査の終了時

点のものです。申込者数は前年から１１３人減っておりまして、１,１２２人となってござ

います。承諾者数は前年から８９人減り、１,０７４人に、また、不承諾者数、こちらは残

念ながら保育所の入園が承諾されなかった方でございますが、前年から２８人減り、２４８

人となってございます。こちらは全ての数値で減少となっておりますが、就学前児童人口が

減少しているということが背景にあると考えてございます。 

 続きまして、３番の今後の対応策のところでございます。先ほども説明したとおり、就学

前児童人口の減少により、保育需要の地域差が現在発生してございます。こちらに対応する

ために、保育園の運営事業者の皆様と協議の上、募集数の調整を行っていく必要があると考

えてございます。 
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 また、次のページに、各地域、施設別の令和４年度の利用定員予定を掲載してございます

ので、参考までにご覧いただければと思います。 

 簡単ではありますが、説明は以上となります。 

○佐藤会長 ありがとうございました。 

 それでは、議事２、荒川区の保育定員等と令和４年４月の認可保育所入所審査結果につい

ては、以上とさせていただきます。 

 続きまして、議事３にまいります。議事３は、令和４年度の学童クラブ利用申請数（一次

募集）について。こちらも事務局よりご説明をお願いいたします。 

○矢代児童青少年課長 児童青少年課長の矢代でございます。よろしくお願いいたします。 

 私のほうからは、令和４年度学童クラブ利用申請児童数（一次募集）についてご説明申し

上げます。 

 学童クラブにつきましては、最終的な利用者数、現在まだ確定しておりませんので、この

席では一次募集の数字のみ公表させていただきたいというふうに考えてございます。 

 令和３年度４月１日現在が合計で１,７１８名、それと比較いたしますと、一次募集終了

した時点での数字は１３５名の増となってございますけれども、一次募集については、申請

者全員を承認できることとなっております。承認に当たっては、定員を超えている学童クラ

ブにつきましては、近隣の学童クラブ等に利用調整を行いました。定員に空きのある学童ク

ラブにつきましては、２月１４日から２月２８日まで二次募集を行いまして、現在、その承

認作業をしているところでございます。 

 学童クラブにつきましては、現時点ではまだ増加傾向でございます。こういった傾向、ま

だ少し続くのかなというふうに予想しているところでございます。 

 雑駁ではございますが、説明は以上でございます。 

○佐藤会長 ありがとうございました。 

 それでは、議事３、令和４年度の学童クラブ利用申請数（一次募集）については以上とさ

せていただきます。 

 議事のその他となりますが、その他につきましては、荒川区のほうから、新型コロナウイ

ルス感染症への対応状況について報告があるということでございますので、ご報告をよろ

しくお願いいたします。 

○谷井子育て支援課長 それでは、まず子育て支援課長のからご報告させていただきます。

口頭という形になって申し訳ありませんが、これまでの区内保育園、私立幼稚園等及び放課

後児童事業における新型コロナウイルス感染症への対応状況でございます。私の後に教育

委員会から区内の小中学校についてご説明いたします。 

 まず、区内の保育園の状況ですが、保育園については、保護者の方が働いていらっしゃっ

て、家に一人でいることができない年齢のお子さんが利用するというものです。こちらにつ

きましては、国の方針に基づいて、感染防止策を徹底しつつ、原則開所ということで今もや
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っております。 

 区から各施設宛に感染拡大防止に向けた対応に関する通知などをその都度お出ししまし

て、保護者の方に対しても感染防止に関する注意喚起と協力依頼を行うことで、感染防止に

努め、感染者が確認された場合は、必要に応じて速やかに臨時休園ですとかクラス閉鎖とか、

施設内での感染拡大防止を図っております。 

 感染者の状況ですけれども、令和４年、今年に入ってからのところで申し上げますと、１

月１日から２月２８日までの感染者は、園児の方が６３７名、職員の方が２０９名という状

況でございます。 

 臨時休園の状況でございますけれども、施設数では、クラス休園をした施設が延べ５７園、

全園休園をした施設が延べ２３園という状況です。感染者、１月の１か月で園児、職員合わ

せて約４００名ほどでございまして、２月は約４６０名というのが現在の状況です。 

 同じように、区内の私立幼稚園等の状況をご報告いたしますと、令和４年１月１日から２

月２８日までの感染者数は、園児が８９名、教職員の方が５名という状況です。 

 学級閉鎖等の状況でございますけれども、クラス閉鎖が６園、休園が５園という状況です。 

 感染者の１月、２月の動きですが、１月の１か月で園児、教職員合わせて４８名、２月は

４６名となっております。各私立幼稚園からは、保護者の方にメール等を通じて園での感染

予防対策ですとか園児等の感染状況に伴う休園の周知などを行っているというふうに伺っ

ております。 

 続きまして、学童クラブと放課後児童事業についての状況です。学童クラブにつきまして

も、保護者の就労等により放課後に適切な保護を受けられないお子さん、主に小学１年生か

ら３年生に生活の場を提供する事業でありますので、国の方針等に基づいて感染対策を徹

底しつつ、原則こちらも開室しております。 

 なお、にこにこすくーるについても、学校内に学童クラブが開設されている学校について

は、総合プランとして一体的に運営を行っておりますので、学童クラブに合わせて原則開室

しています。 

 この間、先ほど申し上げた保育園等と同様に、各事業者及び各総合プラン、学童クラブ、

にこにこすくーるに対して、感染拡大防止のための対応についての通知などを出しまして、

保護者の方に対してもメール配信等を活用して、感染予防対策への注意喚起を行ってきた

ところです。 

 感染者の状況ですけれども、１月１日から２月２８日までの感染者は、児童で１９２名、

職員３０名、それから、１月以降の臨時休室等の状況ですが、総合プラン、学童クラブ、に

こにこすくーる合わせて１０施設となっております。 

 感染者の１月、２月の動きとしては、１月の１か月で児童、職員合わせて約１２０名、２

月では約１００名となっているところです。３月に入りまして、若干ひところよりは落ち着

いてきたかなという感もありますけれども、まだまだ感染者の数としては高止まりでして、
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予断を許さない状況であると区では認識しております。引き続き各施設及び事業の適切な

運営と感染の拡大防止の両立に努めてまいりたいと考えております。 

 説明は以上でございます。引き続き教育委員会からも報告させていただきます。 

○菊池学務課長 区立幼稚園、こども園、小中学校における新型コロナウイルス感染症への

対応状況についてご説明いたします。 

 区立園、小中学校では、新型コロナウイルスの感染者が３学期開始後の１月後半だけで児

童、教職員合わせ約６００名発生し、学級閉鎖も１００学級に上るなど対策が急務となりま

した。しかし、学級閉鎖となりますと、クラス全員が出席停止となり、教育活動が止まって

しまいます。したがって、これを回避する目的で、２月上旬から順次オンライン授業を開始

いたしました。これにより学校において感染者が判明した場合でも、自宅でオンライン授業

に参加する児童の感染リスクをなくすことができました。また、登校を選択している児童は、

５日間程度登校や給食が停止となりますが、学校保健安全法に定める学級閉鎖とは異なり、

オンライン授業として教育活動は継続しており、出席扱いとなるため、感染防止と教育活動

の両立を図ることができております。 

 当初は、可能な限りご家庭でのオンライン授業の参加をお願いしてまいりましたが、現在

は登校を基本とし、心配な方は引き続きオンライン授業に参加できる状況としております。 

 １月、２月は児童、生徒、教職員合わせ、１日平均３６名の感染者が判明しておりました

が、３月に入り、１日平均１６名と半減している状況です。 

 教育委員会といたしましては、引き続き区立園、小中学校の教育活動の継続と感染拡大防

止の両立に努めてまいります。 

 ご報告は以上です。 

○佐藤会長 ありがとうございました。 

 続きまして、増田委員からご発言いただけるということでお申出をいただきましたので、

ご説明、よろしくお願いいたします。 

○増田委員 白梅学園大学の増田です。 

 皆さんのところにお配りした「コロナ世代に広がる人間的危機」ということで、私自身が

今、学校などに入って様々な調査をしたり、あるいは授業を行ったりしていく中で、いろい

ろ感じたことをちょっと書いてみました。 

 まず、ＴＨＥ ＷＯＲＬＤ ＢＡＮＫという、世界銀行なんですけど、そこのホームページ

で、コロナ禍によって世界全体で損失額が１７兆ドル、約２,０００兆円になるということ

が試算されています。この１７兆ドルは、今日の世界のＧＤＰの約１４％、これはかなり大

きいことになるんじゃないか。特に低・中所得国だけではなくて、日本も含めてかなりの大

きな影響があるのではないかというようなことです。特にＴＨＥ ＷＯＲＬＤ ＢＡＮＫの

ホームページで言われていたことは、低所得層や女子教育に大きな影響を与えているとい

うことでした。 
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 また、文部科学省は、２０２１年８月３１日に全国学力・学習状況調査の結果を公表した

んですけれども、全教科とも平均正答率への影響は確認されなかったと述べています。しか

し、私は、深刻な影響は現在の低学年に現れていて、今後大きな問題になるのではないかと

いうように考えています。 

 それはなぜかというと、まず１つは、次の２ページになりますが、日本語の未習得から来

る低学年の荒れが起きているということです。令和２年度は、４月と５月が長期休校になっ

て登校日数が減っています。それについて、「児童・生徒の問題行動・不登校等生徒指導上

の諸課題に関する調査」という文部科学省が毎年行っている調査なんですけども、暴力件数

は６.５％減になっていますが、１年生だけが１３％増になっているという、これは一体ど

ういうことなのかということです。つまり、登校日数が減っているにもかかわらず、１年生

だけが暴力件数が増えている。これはどう考えてもおかしいのではないかというように考

えています。それはなぜかというと、４月、５月あるいは６月も含めて、長い自治体では６

月まで休みでしたので、特に１年生の平仮名指導というのが４月、５月で中心に行われます。

平仮名の未習得者が増加したためなのではないかというように考えていて、調査に入って

います。実際に２年生のいろいろな授業あるいはいろんな調査をしてみると、平仮名の未習

得率が非常に高いというように先生方が言っています。２年生の担任の先生に聞き取り調

査をしています。また、２年生で文章が書けなかったり、拗音とか促音というものを間違え

ている児童が数多くいました。２３区のある小学校を見たときには、２年生が学級崩壊して

いて、言語能力が明らかに不足しているということがよく分かりました。 

 それから、２０２１年３月に東京都３市と埼玉県１市の小学校教員にアンケート調査し

て、１,９９８人を対象として、３１９人の回答を得ることができました。その中で、休校

中の課題を「自分たちの力でほとんどやり切っていた」が３４.８％、「親の援助等を借りて

やり切っていた」が６７.１％ということで、親の援助が重要なポイントであるということ

が分かりました。要するに、コロナによって休校になってしまった、その影響の大小という

ことは、家庭の環境とか家庭の状況に非常に左右されるということが分かってきました。こ

れは先生方の回答からそういうようなことが見えてきたということです。また、学力差が広

がったというように答えている先生方も多数いました。 

 それから、「静かな荒れ」と「激しい荒れ」ということで、「静かな荒れ」については、私

の調査したことがいろいろな新聞等で取り上げていただきましたが、静かな荒れと激しい

荒れとが混在しているというのが今の学校状況の現状なのではないかということで考えて

います。 

 時間がありませんので、４ページへ飛びます。「指導困難学級」が増加しているというこ

とです。アンケート調査で、「低学年において、どのような暴力行為が増えたと思いますか」

という質問に対して、「友達に対する暴力」が４８.３％です。ただ、じゃれ合いがどの程度

なのかということはちょっと分かりませんが、半数近くの教員が友達に対する暴力が増え
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たと回答しています。ですから、そのことについては、児童・生徒の問題行動についての文

部科学省と同じような割合が出てきました。暴力行為が増加した要因としては、「その子の

特性が関係しているから」というように答えている教員が５７.４％で過半数を超えていま

した。ということを考えると、子どもたちの特性あるいは発達にそれなりに困難さを抱えて

いる子どもが増えていますので、そういう子どもたちに対する特別なニーズ教育というも

のを考えなくてはいけないのではないかと、そういうような時代になってきているのでは

ないかということです。 

 それから、「指導困難学級」増加の原因として、要するに図形の認識力と文章力との関係

を見たのが６ページの表になります。これを見ていただくと分かるように、これは１年生の

１０月に行ったものです。１０月ですから、ほとんど１年生としては文章が書けなければい

けないというような時期になっていますが、調査をした結果、図形の認識力が弱い子どもは、

文章が書けないということが見えてきました。つまり、１年生に入る前からの幼児教育にお

いて、図形の認識力をどのように育てているかということが大きな課題であると。それが小

学校の学びにつながっているということです。これについては、文部科学省が幼児教育と小

学校との架け橋特別委員会という中で今、様々な論議がされています。それについては、答

申が出るのか出ないのか分からないんですけども、今、論議の最中です。そういう意味では、

今、幼児教育と小学校をどのようにつないでいくのか、あるいは学習レディネスの問題とし

て、どのような教育が必要なのかということを考えていかなければいけないというような

時代になってきているのではないかというように考えています。 

 それから、子どもの精神的不安定さも広がっているというようなことです。それから、コ

ロナによって身体接触がほとんどなくなっています。子どもたちは、身体接触、つまりぶつ

かり合いながら分かり合えたり、転げ回ったりして、理解し合っていくということが非常に

大きいと思っています。そのことが非常に少なくなってきたというようなことによって、実

はトラブルを解決する能力とか人間的な成長というのが非常に遅れているのではないか。

ですから、学力という問題だけに集約するのではなくて、子どもの人間的な発達というもの

の視点から考えたときに、果たして今の学校教育が、学びを止めないというＩＣＴ教育はも

ちろん重要なんですけど、それだけではなくて、子どもたちの人間的な発達というのをどう

捉え、どう促していくのかということです。そういうことが非常に大事なポイントになって

きているのではないかということです。 

 最後の７番で、子どもの不安感の共有と表出ということで、文部科学省は２０２０年の児

童・生徒の自殺は４１５人と発表しています。２０１９年の３１７人比べると３１％、１.

３倍になっていると、これは大きな問題だと思います。そして、新型コロナウイルス感染症

に伴う長期にわたる学校の休業においては、通常の長期休業とは異なり、教育活動の再開の

時期が不確定であることなどから、児童・生徒の心が不安定になることが見込まれるという

ように文部科学省は言っています。こういうようなことを考えたときに、コロナ禍によって
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子どもと学校教育にたくさんの課題が生まれてきている。その課題を私たちはきちんと整

理し、それに対してどう対処していくのかということを考えていく。特に私が見た範囲の中

で、３年生以下の子どもたちに非常に大きな影響が起きてきていると。特に１年生、２年生

が非常に大きな影響を受けているというふうに私は見ていますので、ぜひその辺のことを

調査するなり何なりしていくということも必要なのではないかという、ちょっとした問題

提起です。 

 すみません。駆け足になってしまいました。ありがとうございました。 

○佐藤会長 ありがとうございました。 

 それでは、予定していた議事１、２、３、４、全て終了となりまして、ここから、これま

でのご説明、そのほか本日の会議につきまして、ご質問、ご意見などございましたら、挙手

にてお願いいたします。 

 どなたからでも、いかがでしょうか。 

○木村委員 本日はご丁寧なご説明、ありがとうございました。 

 私からは２点質問があります。まず、資料１の３の（１）の多胎児世帯支援補助の充実と

いうところに６～７行、とても分かりやすく説明文がありますが、この中の多胎児を養育さ

れているご家庭に支援に入られる支援者の背景とか、あとはそういう人たちの支援に入る

ための準備状態というものをどのように担保されているのかということが１点。 

 もう１点は、子どもの居場所事業の拡充及び子ども食堂の推進ということで、令和４年度

から新規に助成されるという記載がりますが、ここにありますアウトリーチ支援というの

は、こういったスペシャルニーズを持つ子どもたちへの本人支援とか家族支援とか、また、

居場所支援からアウトリーチという連続性を持つものであるというふうに考えますけれど

も、アウトリーチ支援を要する事例というのは、通常、比較的深刻度が高い事例ではないの

かなと思いますので、当然ながら、官民学術あるいは企業だとか、あと専門職、準専門職、

非専門職の協働に基づく支援が必要になるのではないのかなというふうに推定します。そ

うしますと、当然、区役所の中の、例えば関連部署でいえば、福祉部とか健康部とか子ども

家庭部とか教育委員会とか、関与する部門というのは非常に多いのではないかと思うので

すが、部門間の協働とか連携というものがどういうふうな形に今後なっていくのかという、

この２点をお伺いしたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○佐藤会長 木村委員、ありがとうございました。 

 では、２点ご質問がございましたので、事務局のほうでお答えをよろしくお願いいたしま

す。 

○谷井子育て支援課長 ありがとうございます。 

 それでは、子育て支援課長から回答させていただきます。 

 まず、１つ目のところです。多胎児支援のところでございますが、今年始める家事・育児

支援といったところでは、ヘルパーになりますので、民間のヘルパーの事業者の方々に区か
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ら委託契約という形で行ってもらうことを考えておりまして、一定程度、専門のスキルのあ

る方々と考えてございます。こちらに対しては、育児支援というよりは、家事支援がメイン

となるかと考えております。 

 それから、２番目のアウトリーチ事業でございますが、委員おっしゃいますとおり、ここ

の部分は非常に慎重に行うべき支援かと考えております。ただ、今回の子どもの居場所にお

けるアウトリーチ事業というところで、子どもの居場所という活動自体が区民の方々のボ

ランティアの延長でやっていただいています。不登校の対応というのは、教育委員会でスク

ールソーシャルワーカーやカウンセラーが専門的な立場で関わっています。子どもたちに

とっては、いろんな切り口があっていいのかなと思っていまして、そういった中で今回これ

を新たに始めます。つながるところ、いろいろ選択肢があったほうが、どんなお子さんにも

対応できるかと。この子どもの居場所では、木村先生にもご協力をいただきまして、アウト

リーチする方々について研修を行って、実際のお子さんたちと接していただきます。この活

動をしている子どもの居場所の方々と、先ほど言った区のスクールソーシャルワーカーで

すとか、あるいは時と場合によっては保健師であったり、連携して情報を共有し、対応を図

っていこうと考えております。 

 ケース・バイ・ケースがあるかと思うんですけれども、区民の方の活動である子どもの居

場所におけるアウトリーチ事業を区としても、しっかりサポートして専門家が関わってい

くということを考えております。 

○佐藤会長 木村委員、いかがでしょうか。 

○木村委員 今、お話をお伺いしておりまして、ということは、先行事例の実践をしっかり

積み重ねていくということと、それから、場合によっては支援者を支援するということが必

要になるのかなという、そのような視点を持ちながら、これを拡充していくということが大

事なのかなというふうに思いました。ありがとうございました。 

○佐藤会長 どうぞ。 

○谷井子育て支援課長 ありがとうございます。 

 ちょっと補足させていただきますと、実際に子どもの居場所でアウトリーチ、つまりおう

ちに訪ねていって、ちょっと引き籠もりがちなお子さんに保護者の了解を得てコンタクト

を取って、その子が人間関係をつくった上で子どもの居場所のほうに出てきてくれたとい

うような事例もこれまでございまして、こういった区民の方々の活動に実績が出てきたの

で、ぜひ今後は区としてもしっかり支援して、無理のない範囲でやっていただきたいという

ふうに考えています。 

 また、その部分は、もしかすると、ちょっと区民の方には荷が重い部分もあるかと思いま

すので、しっかり区のほうでもその方々を支援するという体制で取り組んでいきたいとい

うふうに考えております。 

○佐藤会長 ありがとうございました。 
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 それでは、お名前を言っていただいてご発言いただいたほうがよろしいですかね。会議録

を多分作成していらっしゃると思いますので、ご発言される際はお名前を言っていただき

まして、ご発言いただけますと助かります。 

 それでは、どなたからでも、ほかにいかがでしょうか。 

 では、長谷川委員、よろしくお願いします。 

○長谷川副会長 長谷川です。よろしくお願いいたします。 

 様々な年代の子どもたちに支援策ということで大変いいなというふうに、丁寧なご説明

を聞いていました。 

 １８番のタブレットＰＣを活用した学校教育の充実についてですが、私は、小学校に関わ

ることが非常に多いので、現状でも、荒川区内の小学校の若手の教員の授業を見せていただ

いたり、授業後の指導として、指導法を一緒に考えたりということが多いので、非常に感じ

たことですが、この３学期に入って、タブレットを使ってオンラインでの授業をずっとやっ

ていましたよね。そんな中で、学校に登校してきている子どもたちとオンラインの子たちと、

登校してきている子たちが５人ぐらいで、あと残りの３０何人がタブレットでというよう

な状況の授業を何回か見せていただいたんですが、１つ気になったことは、現場の先生方も

言っていましたが、立ち上がるのにすごく時間がかかったり、ネット環境があまり芳しくな

いと。そして、どうしても一部の子を相手に授業をするような形になってしまう。また、３

年生以下の子どもたちは、ローマ字入力ができなくて、チャット機能とかもなかなか使えな

いので、一方通行型の、双方向のやり取りの授業ではなくて、どうしても教示するような形

の授業に陥りがちだというような悩みも聞いたりいたしました。 

 そんな中で、ここで授業のところで書いてあるんですけども、充実ということで、学校で

も家庭でも学ぶことができるオンライン学習のための環境整備、今後もコロナがどういう

状況になるかも分からない。また新しい感染症とかが出てきたりする可能性もありますの

で、そんな中でこれはもう必須のことだと思うんですね。ネット環境をどのように充実させ

ていくのかということをちょっとお伺いしたいなと。子どもたちの顔とかが映らないんで

すよね。そうすると、担任の先生もどういう状況で授業を受けているのかとか、一斉に立ち

上げていくものですから、なかなかつながらないというようなことを現場で言っていまし

た。 

 そんなことも含めて、少し具体的にお話しいただけたらありがたいなというふうに思い

ます。 

 以上です。 

○佐藤会長 事務局からご説明をお願いいたします。 

○菊池学務課長 学務課長から、お答えいたします。 

 ネット環境につきましては、昨年のコロナ禍以来、校内でＷｉ－Ｆｉ環境がございますが、

オンラインを始めた段階から回線が逼迫する状況がありました。そこで、昨年の夏休みを利
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用して、実測７倍程度にネット環境を改善したところですが、この第６波、１月、２月で全

校全生徒がオンラインをやるということになると、その改善をもってしても、やはり長谷川

先生からご指摘いただいたとおり、各家庭側では、子どもたちからは個々の家庭のネット環

境ですので学校の様子は見えるのですが、教員側からは、音声はつながっているが、３０数

名の顔が正しく表示されない状況というのはございました。急遽、対応として、校内のＷｉ

－Ｆｉは大規模な工事になるので、その代わりにポケットＷｉ－Ｆｉルータという、個人で

も月３,０００円ぐらいで契約できるものがあると思うんですけど、あれを４００台、６０

０台と大量に注文して、学校に配り、このポケットＷｉ－Ｆｉでつないで使ってくださいと

いうようなことをやり、大分改善をしているところです。 

 参考ですが、このポケットＷｉ－Ｆｉはコロナ禍以来、ずっと継続導入しておりまして、

家庭でネット環境がないご家庭に貸与というか、配付してお使いいただいております。今後

も柔軟かつ臨機応変に対応してまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

○佐藤会長 ありがとうございます。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 では、よろしくお願いいたします。 

○橋本委員 公募委員の橋本です。本日は大変丁寧なご説明ありがとうございました。 

 ２点質問と、あと２点、僣越ながら意見がございまして、まず質問なんですけれども、い

ただいております資料１の中から、１点目、１１番、３ページの荒川遊園リニューアル等に

ついてですけれども、区報等で情報ウォッチしていますが、リニューアルに際して具体的な

説明がまだ拝見できていないというところがございまして、例えば、年間パスは昔のように

あるのかですとか、あと、混雑しないように予約制の開始を考えているのかというところと、

あと、生活困窮世帯の方に何か助成のようなものはあるのかというのをまず１点お伺いし

たいです。 

○佐藤会長 課長からまずご説明いただいてよろしいですか。 

○野口荒川遊園課長 それでは、ただいまの質問について、荒川遊園課長からご説明申し上

げます。 

 まず、リニューアルについて。今現在、４月中のオープンという形で発表させていただい

ておりますが、何日という形での発表がまだできていない状況がございます。こちらにつき

ましては、近いうちに発表させていただきたいと考えてございます。 

 年間パスのお話につきましては、これまで年間パスポートはなかったものでございます。

これにつきましては、検討中で、区民の方を限定にしまして、年間パスポートを通常より割

安な形でお使いいただけるよう予定してございます。 

 事前予約のお話がございました。こちらにつきましても、今、コロナの影響がございます。

まだ予断を許さないような状況が続いておりまして、現時点におきましては、事前予約で１
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日当たりの入園者数を１,３００人を上限に、インターネットで事前予約をしていただきま

して、その上でお越しいただくという想定をしてございます。 

 あと、入園料の免除という制度を幾つか設けてございまして、各種障害者手帳をお持ちの

方については、等級にかかわらず入園料を免除させていただいてきたところでございます。

また、幼稚園、保育園、小学校等々の遠足で荒川遊園をご利用いただいた方につきましても、

入園料の免除という形を取らせていただいております。 

 また、そのほかにも、今後、区民の皆様にという形にはなりますけれども、例えばこれは

アイデアとしてお聞きいただければと思うんですけれども、ご転入いただいた方に対して、

何か招待できないかですとか、そういうようなことを様々、今後の運営の状況を見ながら、

検討して取り入れていきたいと考えているところでございます。 

○橋本委員 丁寧な説明、ありがとうございました。 

 コロナ禍で区民以外の方も殺到してパニックみたいな感じになっちゃうと、区民の方も

荒川遊園に行くのをやめようかなという感じになってしまうと困るので、先ほどおっしゃ

っていただいたような形で予約制にしていただけると、訪れるほうも大変安心感を持って

行けるかなと思います。ありがとうございます。 

 続いて、４ページの（１４）乳幼児健診の充実の部分ですけれども、コロナ禍で乳幼児健

診の受診率というのは若干引き下がっているような状況でしょうか。また、以前いただいた

冊子の中で、例年の受診率の一覧を拝見させていただきましたが、大体３％弱ぐらい未受診

の方がいらっしゃって、そういった未受診の方というのは、要保護児童といいますか、事情

があるご家庭の方も多く含まれているのかなというふうに考えるんですけれども、そうい

ったご家庭に対するアプローチというのは、区としてどのような形で行っているのか、ちょ

っと教えていただきたいなと思います。 

○森田健康推進課長 健康推進課長の森田でございます。 

 新型コロナウイルスが発生してからかなりたっていますけれども、それ以前、令和元年度

の受診率でいうと、例えば、今、区でやっている健診が４か月健診と１歳６か月児健診と３

歳児健診、３種類ありますけれども、４歳児健診受診率が９６.７％、１歳６か月児健診が

９４％、３歳児健診が９６.８％ということでした。新型コロナウイルスが入ってきた影響

が一番大きかったのが令和２年度でございまして、このときには４か月児健診が９１％、１

歳６か月児健診が９７.６％、３歳児健診が８３％ということで、一時的にかなり下がりま

した。ただ、この影響というのは、コロナウイルスがあった関係で令和２年度は一時的に健

診を数か月間止めており、特に３歳児健診を止めてしまったところがあります。ただ、令和

３年度になりますと、４歳児健診が９６.９％、１歳６か月児健診が９５.９％、３歳児健診

が９３.６％ということで、おおむね令和元年度には戻ってきたという状況がございます。

そういった意味では、令和２年度が低かったのは健診を一時的に止めた影響もあったこと

と、やはり未知のウイルスというところで、健診を控えた方もいらっしゃったという状況で
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す。 

 ご質問いただいた、こういった健診に来られなかった方への対応について申し上げます

と、私ども、その名簿は全て持ってございますので、個別に連絡させていただいて、お越し

になれる場合はもちろんお越しいただくという対応をしてございますし、あとは、お越しに

ならないとおっしゃる方も一部いらっしゃったんですけど、そこについては、こちらのほう

から電話でお子様の状況とかそういったところをしっかり確認させていただいて連絡を取

っているということで対応させていただいたというところです。基本的には健診を受けな

かった方の中で、いわゆる問題のあるような家庭というのは、今のところはそこまでなかっ

たというところがございました。令和３年度は健診率のほうも上がってきたということで、

引き続きしっかりと確認をしてまいりたいと考えてございます。 

○佐藤会長 ありがとうございます。 

 ご意見いただける方、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。 

○橋本委員 ２点細かい意見なんですけれども、１点目が、コロナに関連して、政府のほう

から２歳以上にマスクを着けてはどうかというようなお話が出ているという世間的なお話

なんですけれども、区立保育園に今、娘が通っているんですけれども、うちの保育園ですと

区の保育園ですので、特にマスクについての強制ですとか何かお願いというのは保育園側

からはしていなくて、おのおのの保護者さんの意向で着けたり着けなかったりというふう

にしているということなんですけれども、何か国から号令が出たときに、区からまた号令を

出して、例えば２歳以上はマスクを着けるようにとか、できるだけ着けましょうとか、そう

いった形の号令が出てしまうと、どうしても現場の先生方がやらなければいけないという

形に切り替わってしまって、チェックしたりとか、フォローしたりとか、そういったところ

が大変になるかなと思いますので、マスクはあくまで鼻を隠して完璧にできた状態でこそ

意味をなすものだと思うので、そういったところで強制のような形で区から何かを発出す

るというのは控えていただけたらなというような個人的な思いがあります。 

 すみません。個人的な意見ばかりで申し訳ないんですけど、２点目が、保育園の図書につ

いてなんですけれども、荒川区はとてもきれいなふれあい館がたくさんあって、ふれあい館

の中にはきれいな図書がたくさんあって、「読書を愛するまちあらかわ」ということでＰＲ

しているとおり、充実しているなというところなんですけれども、保育園の中でぼろぼろの

図書を延々と使っているというところが気になっておりまして、今日、保育園からお借りし

て資料を持ってきたんですけれども、こんな感じで２０年近くぼろぼろの図書をガムテー

プで補修して補修してみたいな感じで使っているんですね。先生たちとしては、きっとたく

さんの本に触れ合わせてあげたいというところの思いがあって、頑張っていろんな本を残

していきたいという思いがあると思うんですけれども、学校図書の充実についてというこ

とで２５番の予算でご説明いただいたんですけれども、学校図書とか図書館の連携という

のを、保育所だったりとかあとは幼稚園にも広げていただいて、保育園や幼稚園が保管して
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いるような蔵書についても充実、更新を図っていただけたらなというのが思いとしてあり

ます。 

 すみません。個人的な思いで申し訳ないですけれども、以上です。ありがとうございます。 

○佐藤会長 ありがとうございます。貴重なご意見、それから情報、ありがとうございまし

た。 

○渡辺委員 荒川区はたくさんの支援策をやっていただきまして、感謝申し上げます。 

 資料２ですが、一番最後の３の今後の対応策というところがありまして、人口の減少もも

ちろんあると思います。ゼロ歳児の問題で荒川区で対応していただきまして、弾力的にちょ

っとの間はゼロ歳児は何名にしましょうということをお話しくださって、それはすごく感

謝しておりますが、それが１年ですか、だんだんにゼロ歳児がありますと、それを変えてい

くんでしょうか。それをお聞きしたいと思います。 

 そして、もう一つは、それにつながって、ベビーシッターの事業はどうなるのでしょう。

それと、家事・育児サポート事業というのも、ゼロ歳児の保育園の対応がなくなってきます

と、そういうのもどのようなお考えを持っていらっしゃるのかなと思って、お聞きしたいと

思います。 

○佐藤会長 渡辺委員、ありがとうございます。 

 それでは、事務局からご説明いただけますか。よろしくお願いいたします。 

○野村保育課長 では、保育課長の野村よりご説明をさせていただきます。 

 まず、保育園の今後の対応策の地域需要への対応というところでございます。ここは今、

ご意見いただいたとおり、ゼロ歳児を中心、こちらの表の中で年齢別の申込者数の欄を見て

いただきますと、より分かると思うんですけども、年齢によって申込者数が増減していると

いうところがございます。ただ、こちらは、毎年必ず同じ傾向というわけではなくて、年に

よって上限の率ですとか、あと、どの年齢でどれだけ増える、減るというのがそれぞれ異な

るというのが実情でございます。こちらについては、当然、申込者数の増減によって、保育

園の入園児数が変わるということになります。保育園の事業者の皆様にとっては、在園児が

どうなるかというのは非常に大きな問題でございまして、定員でずっといったとしても、園

児が想定以上に入らないということになれば、当然、それだけ職員も必要でございますし、

いろいろ運営面に大きく関わってくるところでございますので、保育課としましては、ある

程度傾向が見られた段階で、園と個別に調整をさせていただいて、園から、今の申込状況に

よっては定員を減らしたりということについては細かく対応させていただいているという

ところでございます。 

 特にゼロ歳児、１歳児、この辺りの増減が大きいのと、ゼロ歳児と１歳児は職員の配置が

かなり大きくて、そこも事業者の皆様にとって非常に影響が大きいというところがありま

すので、その辺りは特に細かく保育課としては引き続き事業者の皆様とは調整をさせてい

ただきたいなと思ってございます。 
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 あと、もう一つ、ベビーシッターの事業についてでございます。こちらは、荒川区では東

京都の制度を活用したベビーシッターの利用支援事業を実施しております。こちらは待機

児童を対象とした事業も実施してございまして、基本的にはゼロ歳から未就学児を対象に

実施できるという形になってございまして、令和４年度についても、東京都から予算がつい

ているということは確認してございますので、今年度と同様に実施していく予定です。 

○佐藤会長 野村課長、ありがとうございました。 渡辺委員、いかがでしょうか。 

○渡辺委員 ありがとうございます。未来がどうなっていくかということも少し心配です

ね。ありがとうございます。 

○佐藤会長 ありがとうございました。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

○小西委員 令和４年の就学前人口、児童人口の推移ですが、これがだんだん下がっていき

ます。これから先、どこまでどうなるのか、多分、南千住地域の関係もあるし、それから、

東日暮里辺りはまたマンションが増えてきていると、そういう傾向を区のほうで、これから

の児童人口数の推移の傾向を少しお示しいただけると、保育園を閉じたらいいのか、それと

も増やしていくのか、そういうことを私立園長会としても検討していきたいと思います。そ

れでないと、自分の園はゼロ歳児が割れてしまいました、保育士が余りました、じゃ、ほか

の園にお手伝いに行ってくださいということが今現在できません、やはりそれぞれの法人

さんが運営していらっしゃいますから。公立はそれができるかもしれません。だけど、私立

はそれができないので、ぜひ乳幼児の人口推計、その辺をもう少し明らかにしていただける

とありがたいかなと思います。 

 それと、先ほどの絵本のお話でございますが、私立保育園には蔵書倍増計画という補助金

がついております。それでかなり潤って、私どもは本を増やしております。うちの園では絵

本だけで２００冊以上ございます。今、とってもいい図鑑ができたので、そういうのも買う

のに充てております。図鑑はとても高いので、その補助金があると大変助かっております。 

○山口委員 公立保育園も絵本の蔵書に関しましては、毎年３園から４園ずつ５０冊計画

という形で進んでおりまして、毎年同じ園が５０冊ではないのですが、現在保育園が順番に

増書している状態です。 

 その他にも増書しております。園長会でも検討させていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

○小西委員 その絵本ですが、傷むということは、それだけ人気があるという本です。です

ので、その人気をどうやって修繕して子どもたちに提供するかというのは、保育士の役割で

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○山口委員 公立保育園においても同様です。 

○佐藤会長 貴重な情報、ありがとうございます。 

 将来の子どもたちの数の予想、推測の辺りは野村課長でしょうか。よろしくお願いいたし
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ます。 

○野村保育課長 では、今のご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、小西委員の１つ目の人口推計のところ、ここは先ほど渡辺委員からも話があったと

おり、特に保育園の運営事業者の皆様にとっては非常に関心の高いところだと我々も認識

してございます。 

 これまでは、先ほども説明したとおり、２９年まで増加傾向にございましたが、その後、

減少しているという傾向となってございます。今後の人口推計のところでございますが、区

としても、子ども・子育て支援計画の中での今後数年単位の推計というのは把握していると

ころではございますが、その推計どおりなのか、それを上回る減少幅なのか、そういったと

ころはおっしゃるとおり、事業者の皆様にもきちんと情報提供させていただく必要がある

と思っております。 

 今後も私立園長会、様々事業者の方と情報交換をさせていただく機会がございますので、

区としては、人口推計も含めて細かく情報を共有させていただいて、引き続き今後の保育の

在り方については事業者の皆様と検討させていただきたいと思っております。 

 あとは、続いて、２つ目の絵本の助成のところ、委員の方からも絵本の充実、各園で非常

に努めていただいているとご説明をいただきまして、ありがとうございます。 

 区では各事業者に対して、区独自の事業として、絵本の購入に対する支援事業を実施して

ございます。こちらはこれまでどおり、来年度以降も引き続き実施させていただきたいと考

えてございます。また、図書館等との連携という話もございまして、ゆいの森ですとか、区

内には非常に充実した図書館がございます。そういった部署とも保育園、幼稚園、小学校は

密に連携しているところでございまして、今、コロナで実際の交流事業というのはなかなか

難しいところではありますが、例えば図書館で作成したお勧めの図書を紹介する情報です

とか、あとは、コロナの状況が許せば、図書館司書から読み聞かせ、保育士等の先生の研修、

講座のようなものも検討しておりますので、引き続き連携をして、図書の充実に努めていき

たいと考えてございます。ご意見、どうもありがとうございました。 

○佐藤会長 ありがとうございました。 

 予定した時間をオーバーし始めておりまして、ご発言になりたい方がいらっしゃいまし

たらということで……。では、お願いします。 

○増田委員 白梅学園の増田です。 

 ここ最近大きな問題になっているのがヤングケアラーの問題だと私は思っています。こ

れはＳＤＧｓと非常に密接な関係があるわけですけど、荒川区内の中でどの程度ヤングケ

アラーの子どもたちが存在しているのか、また、それに対してどのような支援をするつもり

なのかということをぜひお聞きしたいなというふうに思っていますので、ちょっと教えて

いただければと思います。よろしくお願いします。 

○佐藤会長 では、よろしくお願いいたします。 
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○谷井子育て支援課長  委員おっしゃるとおり、ヤングケアラーの問題、非常に課題があ

るというふうに認識しております。その話題が、国の調査などで明らかになってきて、埼玉

県の動きなどもあって、庁内でも複数の部署にこの問題はわたってきますので、関係する部

署の連携会議を開催したところです。 

 そういった中で、今現在、荒川区の実態というものが把握できていないんですけれども、

福祉部ですとか子ども家庭部、教育委員会などの現場でそういった課題に当たっていると

いう現象はあります。委員おっしゃるように、全体像を早く把握して、区としてできること、

ヤングケアラーの支援になっているであろうというような施策も既にございます。そうい

ったものとニーズとよく整理して、今後、必要な支援策を考えていくというような段階でご

ざいます。 

○佐藤会長 ありがとうございます。 

 それでは、大変恐縮でございますが、このような状況下でなるべく短時間でということで

お許しいただければと思います。新しく委員になった方々も今日何名かの方にご発言いた

だきまして、ありがとうございます。またこれからの会議でもご発言いただければと思いま

す。 

 それでは、質疑応答はこれぐらいにさせていただきます。 

 最後に、事務局より今後の日程などについて、事務連絡をお願いいたします。 

○谷井子育て支援課長 本日はありがとうございました。たくさんのご意見をいただきま

して、また今後に生かしてまいりたいと考えております。 

 次回の会議につきましては、６月頃を予定しております。改めて日程については委員の皆

様にご案内をさせていただきたいと存じますが、そのときはよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○佐藤会長 これをもちまして、令和３年度第３回荒川区子ども・子育て会議を終了とさせ

ていただきます。皆様方、お忙しいところを今日はありがとうございました。閉会とさせて

いただきます。 

 


